
船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年５月１４日 １２時００分ごろ 

発生場所 岩手県大船渡市大船渡港 

 コオリ埼灯台から真方位２３８°１,７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３９°００.６′ 東経１４１°４４.４′） 

事故の概要  プレジャーボート第三日
にっ

興
こう

丸は、北進中、右舷船尾に波を受けて転

覆した。 

 日興丸は、船長が負傷し、主機に濡損を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年５月２５日、調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第三日興丸、１.２トン 

２１０－５５６３２岩手、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 主機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約２ｍ、海面水温 約１１℃ 

 大船渡市には、５月１０日１０時３０分に強風注意報が発表され、

本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２８年５月１４日０７時００

分ごろ大船渡市大船渡漁港を出港し、大船渡市碁石埼の東方沖で釣り

を行っていたところ、波が高くなってきたので、１１時３０分ごろ帰

航することとした。 

本船は、船長が船体中央部に設置された操縦席の後方に立ち、波高

約１ｍの波を右舷船尾に受け、左舷側に傾斜した態勢で約４～５ノッ

トの対地速力で手動操舵により北進した。 

本船は、１２時００分ごろ波高約２ｍの波を右舷船尾に受け、船長

が右舵を取って態勢を立て直そうとしたものの、左舷側に更に傾斜

し、左舷側から大量の海水が浸入して転覆した。 

船長は、本船の船底に上がっているところを通り掛かった遊漁船に

発見され、通報を受けて来援した海上保安庁のヘリコプタにより救助

された。 

船長は、救急車で病院に搬送され、低体温症と診断された。 

船長は、本事故時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析  本船は、波高約２ｍの追い波を右舷船尾に受けた際、態勢を立て直



 そうとして右舵を取ったことから、左舷側に更に傾斜し、左舷側から

大量の海水が浸入して転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、波高約２ｍの追い波を右舷船尾に受けた際、態

勢を立て直そうとして右舵を取ったため、左舷側に更に傾斜し、左舷

側から大量の海水が浸入して転覆したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶は、波浪の影響を受けやすいので、波高が高くなった際

は、波乗り状態とならないようにすること。 

・事前に気象情報を入手し、注意報等が発表されている場合は、出

航を控えること。 

・救命胴衣の着用に努めること。 

 


